
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

№３１

現在依頼会員として登録中の方で、 

空いた時間に預り・送迎ができる方。 

両方会員として活動してみませんか？ 

興味のある方、お気軽にお問合せください♪ 

第２回スキルアップ講習会「パネルシアターをつくろう」

を開催しました！ 

 参加者の皆さんは、短い時間で一生懸命作成していた

だき、パネルシアターを使っての読み聞かせにはお子さ

んたちも夢中でした！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

○会 員 数○ 新規会員入会及び、会員の登録数は減少している状況です。 

年 度 
援助を受けたい方 

【依頼会員】 

援助できる方 

【協力会員】 

援助を受けたい方 

できる方 

【両方会員】 
合 計 

令和２年度 １５９名 ９０名 １６名 ２６５名 

令和３年度 １４３名 ９０名 １５名 ２４８名 

○援 助 依 頼○ 
令和３年度は、回数については昨年同様習い事等の送迎が多い傾向にありま

す。 

年 度 回 数 時 間 数   

令和２年度 ４２９回 ８４９時間   

令和３年度 ３８９回 ８５１時間   

 

 

 

 

○ 回 数 ○  ○時間数○ 

第１位 習い事への送迎  第１位 保護者の就労等の預かり 

第２位 親の職場への送迎  第２位 習い事への送迎 

第３位 保護者の就労等の預かり  第３位 親の職場への送迎 

 

  令和３年度も、事故もなく援助活動が行われました。 

会員の皆さまには、日頃より安心・安全に援助活動を行うためお気遣いいただいておりま

す事、心より感謝申し上げます。 

令和３年度 利用件数・利用時間数ベスト３ 

活 動 実 績 ※前年度比較（会員数・依頼回数） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

お知り合いの方で援助に 
ご協力していただける方を 

ご紹介ください♪ 
※協力会員登録には講習会の受講が必要です。 

詳しくは事務局までご連絡ください。 

令和４年度 行事日程（予定） 
○協力会員講習会 
第１回 ５月１７日（火）9：30～17：00(中止) 
第２回 ８月２４日（水）9：30～17：00 
第３回 １１月１７日（木）9：30～17：00 
第４回 ２月１５日（水）9：30～17：00 

○スキルアップ講習会 
第１回 ７月２０日（水） 
 全会員対象 
 「子どもの救命救急」 
第２回 １０月下旬 
 協力会員及び両方会員対象 
「援助に役立つ知識や技術を学ぶ」 

～事前打合せの様子～ 安心した援助につながります♪ 
援助内容や注意事項などの確認は大切。ほんのわずかな時間でも一緒に過ごすと
不安も少なくなるかな？他のおしゃべりもたくさんしちゃいます♡ 

習い事の送迎をして
いただく、協力会員さん
と事前打合せです。 
 一度顔合わせをすると
安心です～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

網走市社会福祉協議会 網走市子育てサポートセンター 

〒０９３－００６１ 網走市北１１条東１丁目１０番地 
網走市総合福祉センター内 

電話（０１５２）４３－２４７２ ／ＦＡＸ（０１５２）４３－３９１９ 

メールアドレス kosodatesc-ad@a-shakyo.jp 
ホームページ http://www.a-shakyo.jp/kosodate/toppage.html 

 

☆サポートセンターまでご連絡をお願い致します☆

★依頼・両方会員の方へ、援助依頼をした時は… 

・援助依頼の日時、詳細等が決まりましたらお知らせください（補償保険適用のため） 

★登録内容に変更・または転居される方は、変更・退会手続きが必要です 

・登録時、入会申込書に記載した内容やその他変更があった場合はお知らせください 

※網走市内で転居された、電話番号、メールアドレス、その他連絡先等 

※援助内容、ご家族が増えた、お仕事を始めた等 

・引越し等により網走から転出する際は、退会届の提出・会員証の返却をお願いします 

令和３年６月１５日発行 

感染症補償制度について 

 

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡

大が続く中、援助活動による感染症（新型

コロナウイルス感染症を含む）に罹患した

場合に見舞金等を支給する感染症補償制度

に、令和３年 1 月１日より加入しました。 

援助活動により感染したことによって発症

した場合は、サポートセンターまでご連絡

ください。 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止について 

 

全会員及びその家族、又はその周囲に新型コロナウ

イルスに感染している方もしくは疑いのある方がい

る場合には、援助活動はできませんので、必ずサポー

トセンターにご連絡をお願いいたします。 

・上記以外の援助活動を行う場合、会員相互の合意に

基づき可能ですが以下の通り感染防止に努めてくだ

さい。 

＊援助活動を行う前に必ず検温により健康状態を確

認してください。 

＊37.5 度以上の発熱や、咳・倦怠感などの症状がある

場合は利用又は活動を控えてください。 

＊手洗い・うがい・マスクの着用（可能な限り）・活

動中のこまめな換気等をお願いいたします。 


